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介護予防支援・介護予防ケアマネジメント利用 重要事項説明書 

令和 8年 4月 1日現在 

 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供の開始にあたり、利用者に説明すべ

き事項は次のとおりです。 

１. 

名称 富津市大佐和地区地域包括支援センター 

所在地 富津市亀田４４５－１ 

電話番号 0439-32－1280 

代表者氏名 池田 重雄 

設立年月日 令和 8年 4月 1日 

 

２. 通常の事業の実施地域 

富津市大佐和地区内：小久保、岩瀬、千種新田、西大和田、絹、相野谷、一色、障子谷、 

上、近藤、八田沼、中、宝竜寺、花香谷、佐貫、亀沢、亀沢中央、亀田、鶴岡、八幡、笹毛 

 

３. 営業日及び営業時間 

営業日 

及び 

休 日 

営業日：月曜～金曜 

休 日：土曜・日曜・祝祭日及び年末年始（12月 29日～1月 3日）は休日 

※休日・夜間の電話対応は随時可能 

営業時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

, 

４. 職員の種類、員数及び職務内容 

（１）職種及び員数 

職   種 員数 

主任介護支援専門員 １名 

看護師 １名 

社会福祉士 １名 

介護支援専門員 2名 

事務員 １名 

※管理者は、主任介護支援専門員を兼務 

（２）職務内容 

①介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント 

②包括的・継続的ケアマネジメント  

③総合相談支援事業・権利擁護業務  

④職員及び業務の管理及び統括  

⑤業務に係る事務 
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５. 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの概要及び手順 

（１）概要 

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント（以下「介護予防支援等」という。）は、「本

人ができることはできる限り本人が行う」ことを基本とし、利用者の生活機能の向上に対す

る意欲を引き出し、介護予防サービス（福祉用具貸与など）及び富津市が実施する介護予防・

生活支援サービス事業（旧介護予防通所介護相当など）等利用後の生活をわかりやすくイメ

ージできるよう、具体的な日常生活における行為について目標を明確にし、介護予防等を適

切に利用する計画を作成し、必要に応じて見直しを行います。 

 

（２）手順 

①介護予防サービス及び介護予防・生活支援サービス事業（以下「介護予防サービス等とい

う。」を利用したい場合、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変

更）届出書を提出します。 

②利用者と地域包括支援センターとで、契約を締結します。 

③相談しながら、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントに係る計画を作成

します。 

④利用者は、介護予防サービス等を受けます。 

⑤利用者の介護予防サービス等の状況を把握します。 

⑥計画の達成状況を把握します。 

※介護予防支援サービス等を提供するにあたっては、国が示している介護予防ケア

マネジメント・ケアプラン様式を使用します。 

 

６. 介護予防支援等の担当者 

 介護予防支援等を行う担当者は別紙のとおりです。介護予防支援等の内容の一部を富津

市大佐和地区地域包括支援センター（以下「センター」という）が委託する居宅介護支援事

業者が行う場合があります。 

 

７. 利用料 

 介護予防支援等の利用料は、介護保険制度から全額給付されますので、自己負担はありま

せん。 

 

８. 介護予防支援等の利用方法 

（１） 介護予防支援等の利用の開始に際しては、利用者とセンターと契約が必要です。 

 

（２） 利用者の都合により、介護予防支援等を終了する場合には、事前に申し出ください。 
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（３） 介護予防支援等の提供に際しては、センターの事業の実施地域が決まっておりま

すので、介護予防支援等の提供が困難である場合は、他の事業者を紹介する等の措 

置をとらせていただきます。 

 

９. 介護予防支援等の特徴等 

（１）事業の実施概要 

 地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続していけるよう、本人ができ

ることはできる限り本人が行うことを基本としつつ、利用者のできることをともに

発見し、主体的な活動と参加意欲を高めることを目指します。 

   また、利用者の介護予防に係わる介護予防サービス等の適切な利用を支援します。 

 

（２）事業の運営方針 

① 利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう配

慮します。 

② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切

な保険医療サービス及び福祉サービス等が、多様な業者から総合的かつ効率的に提供

されるよう配慮します。 

③ 介護予防支援等の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立

場に立って、提供する介護予防サービス等が特定の種類や事業者に不当に偏ることの

ないよう、公正中立に行います。 

④ 事業の運営にあたっては、富津市、居宅介護支援事業者、他の指定介護予防サービス事

業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における

様々な取り組み等との連携に努めます。 

 

１０. 介護予防支援等に関する相談苦情先 

相談苦情等の連絡先 電話番号 

富津市大佐和地区地域包括支援センター 0439-32-1280 

 

１１. 事故発生時の対応 

 介護予防支援等の提供などにより事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族等へ

連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 

１２. 秘密保持等 

（１） 担当職員は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持します。また、担

当職員でなくなった後においても、同様にその秘密を保持します。 
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（２） 利用者または家族の個人情報を用いる場合は、利用者または家族の同意をあらかじ

め文書において得ておくものとします。 

 

１３. その他 

（１） 介護予防支援等の提供にあたっては、介護保険被保険者証の内容を確認いたします。 

 

（２） この説明書に定めのない重要事項については、利用者とセンターとの協議に基づ

いて定めるものとします。  


